
令和５年度
介護保険事業者研修会



２ ．介護保険に関するお知らせ



・サービス計画書における災害時の避難場所の
記載について

・令和６年度紙おむつ支給事業及び
電子申請システムe-kanagawaについて

・入院時情報提供書の変更について

・福祉用具選択制の導入について

・介護報酬改定について

介護保険課から



サービス計画書における
災害時の避難場所の
記載について



サービス計画書における
災害時の避難場所の記載について

• 鎌倉ケアマネ連絡会と災害をテーマとする話し合いを行っている。

• 災害時における、避難行動や事業所間の情報共有が課題

• 要支援者の所在地、状態などの状況共有の必要性



サービス計画書における
災害時の避難場所の記載について

• 試験的な取り組みとして、

サービス計画書に利用者の避難場所の記載をお願いしたい。

ケアマネジャーと利用者が災害時の対応について話し合う機会がで
き、サービス提供事業者が、災害時に利用者がどこにいるのかをス
ムーズに把握することが出来る





令和６年度鎌倉市紙おむつ支給事業について

• 申請書→３月最終週発送予定

• 提出期限→４月12日（金）必着



e-kanagawaの申請について
令和６年４月から

・「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の依頼書」

・「短期入所生活（療養）介護が要介護認定期間の半数を

超える場合の理由書」

の提出がe-kanagawaでの申請になりました。

（紙での申請は原則なし）



入院時情報提供書の変更について

生活保護受給者の場合の担当ＣＷ記載欄の追加

認知症状と寝たきり度が分かる日常生活自立度欄の追加

入浴時のＡＤＬの状態像が分かる欄の追加

※市ＨＰからもご確認ください！



福祉用具選択制の導入について



福祉用具貸与等の対象種目の追加

一部貸与種目・種類における貸与と販売の選択制を導入することが示されています。



令和６年度

介護保険報酬改定のポイント



Ⅰ 総 論





１ 改定率の引き上げ



改定率の外枠として、

内訳は・・・

介護職員の処遇改善分 ＋0.98%

その他の改定率 ＋0.61%

処遇改善加算の一本化による賃上
げ効果や、光熱水費の基準費用額

の増額による介護施設の増収効果
＋ 0.45%が見込まれる ＋ 2.04%相当の改定



２ 施行日 サービス種別によって異なるので注意！

令和６年４月施行 令和６年６月施行

右以外のサービス

・訪問リハビリテーション

・通所リハビリテーション

・居宅療養管理指導

・訪問看護

☞介護職員の処遇改善分である「＋０.98%」の改定 令和６年６月１日施行



Ⅱ 介護報酬改定の基本的な視点



０ 介護報酬改定の基本的な視点

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P1

厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」



【まとめ】 介護報酬改定の基本的な視点

１ 地域包括ケアシステムの深化・推進

２ 自立支援・重度化防止に向けた対応

３ 良質なサービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり

４ 制度の安定性・持続可能性の確保



Ⅲ 各 論



１ 地域包括ケアシステムの深化・推進に関する改定



１ 地域包括ケアシステムの深化・推進
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P2〜21

•居宅介護支援における特定事業所加算の算定要件や、居宅介護支援事業者が介護予防支援を行う場合の要件などについて見直しがされました。

⑴ 質の高い公正中立なケアマネジメント

•訪問介護における特定事業所加算の要件や、総合マネジメント体制強化加算の区分について見直しがされます。また、通所介護費等の所要時間の取り扱いについて、気象状況

悪化などのやむを得ない事情が考慮されるようになりました。

⑵ 地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取り組み

•看護師や薬剤師によるケアへの加算や、医療機関による居宅介護支援の評価の見直しなどが行われました。

⑶ 医療と介護の連携の推進

•各種介護施設におけるターミナルケア加算や看取り体制強化の評価などについて、見直しが行われました。

⑷ 看取りへの対応強化

•高齢者施設等における感染症対応力の向上や、感染した高齢者の施設内療養についての評価が行われました。業務継続計画が策定されていない事業所への減算導入も特徴です。

⑸ 感染症や災害への対応力向上

•虐待の発生や再発の防止ができる措置が求められるようになり、身体的拘束等の適正化も図られています。

⑹ 高齢者虐待防止の推進

•認知症についての加算の見直しや、認知症の予防・リハビリテーションを評価する加算が設けられました。

⑺ 認知症の対応力向上

•一部の福祉用具について貸与と販売の選択制導入や、福祉用具貸与のモニタリング実施時期の明確化などが行われました。

⑻ 福祉用具貸与・特定福祉用具販売の見直し



１ー⑴ 質の高い公正中立なケアマネジメント
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P３

① 居宅介護支援における特定事業所加算の見直し

② 居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱い

③ 他のサービス事業所との連携によるモニタリング



１ー⑴ 質の高い公正中立なケアマネジメント
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について審議報告の概要」P３

① 居宅介護支援における特定事業所加算の見直し

☞ 単位数及び算定要件→一部変更

厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P３〜４



１ー⑴ 質の高い公正中立なケアマネジメント
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P３

② 居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱い

ⅰ 令和6年4月から地域包括支援センター以外にも、居宅介護支援事業者が市町村からの指定を受けて介護
予防支援を実施できるようになります。それにあわせて単位数の変更がありました。

ⅱ 居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者になれるようになったことに伴い、
ア）特別地域介護予防支援加算
イ）中山間地域等における小規模事業所加算
ウ）中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

の３つの加算が新設されました。

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P５〜６



１ー⑴ 質の高い公正中立なケアマネジメント
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P３

③ 他のサービス事業所との連携によるモニタリング

居宅介護支援・介護予防支援において、ケアマネジメントの質向上を目的に、以下の条件を満たした場
合に、テレビ電話などを用いた他のサービス事業所との連携によるモニタリングが可能になりました。

ア）利用者の同意を得ていること
イ）サービス担当者会議などにて、以下について主治医・担当者などの合意を得ていること

i .利用者の状態が安定していること
ii .利用者がテレビ電話などを利用して意思疎通ができること
iii.テレビ電話などを用いて収集できない情報は、ほかサービス事業者との連携で収集を行うこと

ウ）少なくとも２月に１回（介護予防支援の場合は６月に１回）は利用者の居宅を訪問すること

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P７



１ー⑵ 地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取り組み
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P４〜５

① 訪問介護における特定事業所加算の見直し

② 総合マネジメント体制強化加算の見直し

③ その他



１ー⑵ 地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取り組み
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P４〜５

① 訪問介護における特定事業所加算の見直し

訪問介護における特定事業所加算の単位数、及びそれぞれの区分における算定要件が変更。
・ 特定事業所加算（Ⅳ）→廃止
・ 特定事業所加算（Ⅴ） →特定事業所加算（Ⅳ）
・ 特定事業所加算（Ⅴ）→新設

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P８〜10



１ー⑵ 地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取り組み
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P４〜５

② 総合マネジメント体制強化加算の見直し

・総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ）→新設
・総合マネジメント体制強化加算（Ⅱ）→従来の総合マネジメント体制強化加算から評価見直し

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P13〜14



１ー⑵ 地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取り組み
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P４〜５

③ その他

•豪雪地帯等において急な気象状況の悪化等があった場合の通所介護費等の所要時間の取扱いの明確化
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P11

•通所リハビリテーションにおける機能訓練事業所の共生型サービス、基準該当サービスの提供の拡充
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P12



１ー⑶ 医療と介護の連携の推進
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P６〜13

① 専門性の高い看護師による訪問看護の評価

② 総合医学管理加算の見直し

③ 療養通所介護における医療ニーズを有する中重度者の短期利用の促進

④ 療養通所介護における重度者への安定的なサービス提供体制の評価

⑤ 医療機関のリハビリテーション計画書の受け取りの義務化

⑥ 特定施設入居者生活介護等における医療的ケアの推進に向けた入居継続支援加算の見直し

⑦ 配置医師緊急時対応加算の見直し

⑧ 介護老人福祉施設等における緊急時等の対応方法の定期的な見直し

⑨ 協力医療機関との連携体制の構築

⑩ その他



１ー⑶ 医療と介護の連携の推進
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P６〜13

① 専門性の高い看護師による訪問看護の評価

専門管理加算→新設

【算定要件】
以下の要件について、イまたはロのどちらかを満たす場合に算定可能。
イ 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護
師が計画的な管理を行った場合
<対象>
・悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている利用者
・真皮を越える褥瘡の状態にある利用者
・人工肛門又は人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者

ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合
<対象>
・診療報酬における手順書加算を算定する利用者

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P15



１ー⑶ 医療と介護の連携の推進
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P６〜13

② 総合医学管理加算の見直し

・算定要件の見直し
〈対象〉
居宅サービス計画において計画的に行うことになっていない短期入所療養介護のみ

↓
居宅サービス計画において計画的に行うことになっている短期入所療養介護も対象

・算定日数の限度
7日→10日

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P1７



１ー⑶ 医療と介護の連携の推進
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P６〜13

③ 療養通所介護における医療ニーズを有する中重度者の短期利用の促進

短期利用療養通所介護費→新設

【サービス基準】
以下の要件すべてを満たす場合に算定可能。
イ 利用者の状態や利用者家族の事情により、介護支援専門員が、緊急に利用することが必要と認めて
いること

ロ 利用に当たって、あらかじめ7日以内（やむを得ない事情がある場合は14日以内）の利用期間が定
められていること

ハ 指定地域密着型サービス基準第40条に定められている従業者の員数を置いていること
ニ 療養通所介護費の減算を算定していないこと

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P1８



１ー⑶ 医療と介護の連携の推進
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P６〜13

④ 療養通所介護における重度者への安定的なサービス提供体制の評価

重度者ケア体制加算→新設

【サービス基準】
以下の要件すべてを満たす場合に算定可能。
イ 指定地域密着型サービス基準第40条第2項に規定されている看護師の員数に加え、看護職員を
常勤換算方法で３以上確保していること

ロ 保健師助産師看護師法第37条の2 第2項第5号に規定されている指定研修機関において行われる
研修等を修了した看護師を1以上確保していること

ハ 指定療養通所介護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を
実施していること

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P1９



１ー⑶ 医療と介護の連携の推進
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P６〜13

⑤ 医療機関のリハビリテーション計画書の受け取りの義務化

・ 訪問リハビリテーションおよび通所リハビリテーション事業所
↓

医療機関が入院中に作成したリハビリテーション実施計画書などを入手して内容を把握す
ることが義務化。

・ 退院時共同指導加算→新設

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P22〜23



１ー⑶ 医療と介護の連携の推進
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P６〜13

⑥ 特定施設入居者生活介護等における医療的ケアの推進に向けた入居継続支援加算の見直し

・ 入居継続支援加算→算定要件見直し
ア） 従来の算定要件
イ） 以下いずれかの行為を必要とする利用者および以下いずれかの状態である利用者の割合が入居者

の15%以上

ウ） 常勤の看護師が１名以上配置され、看護に関わる責任者が定められていること

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P27

必要とされる行為 利用者の状態

口腔内の喀痰吸引 尿道カテーテル留置を実施している

鼻腔内の喀痰吸引 在宅酸素療法を実施している

気管カニューレ内部の喀痰吸引 インスリン注射を実施している

胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養

経鼻経管栄養



１ー⑶ 医療と介護の連携の推進
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P６〜13

⑦ 配置医師緊急時対応加算の見直し

配置医師の通常の勤務時間外における配置医師緊急時対応加算→新設

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P29



１ー⑶ 医療と介護の連携の推進
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P６〜13

⑧ 介護老人福祉施設等における緊急時等の対応方法の定期的な見直し

【基準】赤字は追加部分
・ 指定介護老人福祉施設は、入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、配

置医師及び協力医療機関の協力を得て、配置医師及び協力医療機関との連携方法その他の緊急時等におけ
る対応方法を定めておかなければならない。

・ 指定介護老人福祉施設は、配置医師及び協力医療機関 の協力を得て、1年に1回以上、緊急時等における
対応 方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対 応方法の変更を行わなければならない。

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P36



１ー⑶ 医療と介護の連携の推進
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P６〜13

⑨ 協力医療機関との連携体制の構築

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P33

介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・介護老人保
健施設・介護医療院の場合

特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・認知症対応型
共同生活介護の場合

ア 以下の要件を満たす協力医療機関を定める（複数の医療機関を定めること
で要件を満たしてもよい）（経過措置3年間）
1 入所者の病状が急変した際に、医師または看護職員が相談対応を行う体

制を常時確保していること
2 診療の求めがあった際に、診療を行う体制を常時確保していること
3 入所者の病状が急変した際に、当該施設の医師又は協力医療機関その他

の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院
を原則として受け入れる体制を確保していること（病院に限定）

ア 以下の要件を満たす協力医療機関を定めるように努める
1 利用者の病状が急変した際に、医師または看護職員が相談対応を

行う体制を常時確保していること
2 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保している

こと

イ 年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した際などの
対応を確認するとともに、協力医療機関の情報を事業所の自治体に提出しな
ければならない

イ 1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した際など
の対応を確認するとともに、協力医療機関の情報を事業所の自治体に提出し
なければならない

ウ 入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能と
なった場合においては、速やかに再入所させることができるように努める

ウ 入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能と
なった場合においては、速やかに再入所させることができるように努める



１ー⑶ 医療と介護の連携の推進
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P６〜13

⑩ その他

トピックス 「改定事項について」ページ数

患者の状態に応じた在宅薬学管理の推進 16

看護小規模多機能型居宅介護における柔軟なサービス利用の促進 20

円滑な在宅移行に向けた看護師による退院当日訪問の推進 21

入院時情報連携加算の見直し 24

通院時情報連携加算の見直し 25

特定施設入居者生活介護等における夜間看護体制の強化 26

認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算の見直し 28

介護老人福祉施設等における給付調整のわかりやすい周知 30

介護老人福祉施設等における透析が必要な者に対する送迎の評価 31

所定疾患施設療養費の見直し 32

協力医療機関との定期的な会議の実施 34

入院時等の医療機関への情報提供 35

介護老人保健施設における医療機関からの患者受入れの促進 37



１ー⑷ 看取りへの対応強化
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P14〜16

① 訪問入浴介護における看取り対応体制の評価

② 訪問看護等におけるターミナルケア加算の見直し

③ 短期入所生活介護における看取り対応体制の強化

④ ターミナルケアマネジメント加算等の見直し

⑤ 介護老人保健施設におけるターミナルケア加算の見直し

⑥ 介護医療院における看取りへの対応の充実

⑦ その他



１ー⑷ 看取りへの対応強化
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P14〜16

① 訪問入浴介護における看取り対応体制の評価

看取り連携体制加算→新設

【利用者基準】
イ 医師が回復の見込みがないと診断した者であること
ロ 同意した上でサービスを受けている者（家族等が説明を受け、同意した上でサービスを受けてい
る者を含む）であること

【事業所基準】
イ 利用者の状態などに応じた対応ができる連絡体制を訪問看護ステーション等と確保したうえで、
必要なサービス提供がおこなえるよう訪問入浴介護を行う日時を調整していること

ロ 看取り期の対応方針を定め、利用者またはその家族等に対応方針を説明し、同意を得ていること
ハ 看取りに関する職員研修を行っていること

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P3８



１ー⑷ 看取りへの対応強化
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P14〜16

② 訪問看護等におけるターミナルケア加算の見直し

・【単位数】
2,000単位→2,500単位

・【算定要件の変更】
なし

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P3９



１ー⑷ 看取りへの対応強化
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P14〜16

③ 短期入所生活介護における看取り対応体制の強化

看取り連携体制加算→新設

【算定要件】
・ 次のいずれかに該当すること

1 看護体制加算（Ⅱ）または（Ⅳ）のイもしくはロを算定していること
2 看護体制加算（Ⅰ）または（Ⅲ）のイもしくはロを算定しており、かつ、短期入所生活介護事業
所または病院・診療所・訪問看護ステーションもしくは本体施設の看護職員との連携により、24時
間連絡できる体制を確保していること

・看取り期の対応方針を定め、利用者またはその家族等に対応方針を説明し、同意を得ていること

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P４１



１ー⑷ 看取りへの対応強化
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P14〜16

④ ターミナルケアマネジメント加算等の見直し

居宅介護支援におけるターミナルケアマネジメント加算の算定要件→変更

・ 末期の悪性腫瘍の患者に限定→加算の対象となる疾患を限定しない
・ 終末期の医療や ケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意向 を把握すること←追加

※ 特定事業所医療介護連携加算の算定要件→変更

ターミナルケアマネジメント加算の算定回数 1年間の間に５回以上→15回以上

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P４２



１ー⑷ 看取りへの対応強化
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P14〜16

⑤ 介護老人保健施設におけるターミナルケア加算の見直し

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P４３



１ー⑷ 看取りへの対応強化
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P14〜16

⑥ 介護医療院における看取りへの対応の充実

介護医療院サービスの施設基準 変更あり

厚生労働大臣が定める施設基準
68 介護医療院サービスの施設基準

イ I型介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基
(1) I型介護医療院サービス費(I)を算定すべき介護医療院サービスの施設基準

(一）のiのⅳ 削除
(一）のj 新設

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P44



１ー⑷ 看取りへの対応強化
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P14〜16

⑦ その他

•情報通信機器を用いた死亡診断の補助に関する評価

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P４0



１ー⑸ 感染症や災害への対応力向上
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P17〜18

① 高齢者施設等における感染症対応力の向上

② 業務継続計画（BCP）未策定事業所に対する減算の導入

③ その他



１ー⑸ 感染症や災害への対応力向上
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P17〜18

① 高齢者施設等における感染症対応力の向上

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）→新設
【算定要件】
・ 感染症法第6条第17項で規定されている第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時などの
対応を行う体制を確保していること

・ 協力医療機関などとの間で新興感染症以外の一般的な感染症の発生時などの対応を取り決めるととも
に、感染症の発生時等に協力医療機関などと連携し適切に対応していること

・ 診療報酬における感染対策向上加算または外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関または
地域の医師会が定期的に行う院内感染対策に関する研修または訓練に1年に1回以上参加していること

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） →新設
【算定要件】

診療報酬における感染対策向上加算に関わる届出を行った医療機関から、3年に1回以上施設内で感染
者が発生した場合の感染制御などに関わる実地指導を受けていること

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P45



１ー⑸ 感染症や災害への対応力向上
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P17〜18

② 業務継続計画（BCP）未策定事業所に対する減算の導入

業務継続計画未実施減算→新設
施設・居住系サービス 所定単位数の３%
施設・居住系サービス以外 所定単位数の１%

【減算要件】
以下の基準に適合していない場合に減算となります。
・感染症や災害の発生時における業務継続計画を策定すること
・作成した業務継続計画に従い必要な措置を講ずること

【経過措置】
・ 令和７年（2025年）３月31日までの間、「感染症の予防及びまん延防止のための指針」及び「非常
災害計画」の策定を行っている場合には減算を適用しない。

・ 訪問系サービス、居宅介護支援は上記を策定していない場合であっても令和７年（2025年）３月31 
日までの間、減算を適用しない。

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P48



１ー⑸ 感染症や災害への対応力向上
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P17〜18

③ その他

•施設内療養を行う高齢者施設等への対応

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P46

新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P47



１ー⑹ 高齢者虐待防止の推進
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P18

① 高齢者虐待防止の推進

② その他



１ー⑹ 高齢者虐待防止の推進
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P18

① 高齢者虐待防止の推進

• 高齢者虐待防止措置未実施減算→新設
所定単位数の１%

【減算要件】
以下の措置が講じられていない場合に減算となります。
・ 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するととも
に、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

・ 虐待の防止のための指針を整備すること。
・ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
・ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P49〜50



１ー⑹ 高齢者虐待防止の推進
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P18

② その他

身体的拘束等の適正化の推進

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」p５1〜５２



１ー⑺ 認知症の対応力向上
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P1９〜20

① （看護）小規模多機能型居宅介護における認知症対応力の強化

② 平時からの認知症の行動・心理症状の予防、早期対応の推進

③ その他



１ー⑺ 認知症の対応力向上
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P1９〜20

① （看護）小規模多機能型居宅介護における認知症対応力の強化

認知症加算（Ⅰ）→新設
認知症加算（Ⅱ） →新設
認知症加算（Ⅲ）←認知症加算（Ⅰ）
認知症加算（Ⅳ） ←認知症加算（Ⅱ）

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P56



１ー⑺ 認知症の対応力向上
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P1９〜20

② 平時からの認知症の行動・心理症状の予防、早期対応の推進

認知症チームケア推進加算（Ⅰ）→新設
認知症チームケア推進加算（Ⅱ） →新設

【算定要件】
<認知症チームケア推進加算(I)>
(1) 事業所又は施設における利用者又は入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする 認知症の者の占める割合が2分の1以上で
あること。
(2)認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応(以下「予防等」という。)に資する認知症介護の指導に係 る専門的な研修を修了している者又は
認知症介護に係る専門的な研修及び認知症の行動・心理症状の予防等に資する ケアプログラムを含んだ研修を修了した者を1名以上配置し、かつ、複数人
の介護職員から成る認知症の行動・心理 症状に対応するチームを組んでいること。
(3) 対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評価に基づく値を測定し、認知症 の行動・心理症状の予防等に資するチー
ムケアを実施していること。
(4) 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレンスの開催、計画の作成、認知症 の行動・心理症状の有無及び程度につい
ての定期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を行っていること。
<認知症チームケア推進加算(II)>
・(I)の(1)、(3)及び(4)に掲げる基準に適合すること。
・ 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、か つ、複数人の介護職員から成る認知症
の行動・心理症状に対応するチームを組んでいること。

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P57



１ー⑺ 認知症の対応力向上
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P1９〜20

③ その他

トピックス 「改定事項について」ページ数

訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算の見直し 53

訪問リハビリテーションにおける集中的な認知症リハビリテーションの推進 54

通所介護・地域密着型通所介護における認知症加算の見直し 55

介護老人保健施設における認知症短期集中リハビリテーション実施加算の見直し 58



１ー⑻ 福祉用具貸与・特定福祉用具販売の見直し
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P21

① 一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入

② その他



１ー⑻ 福祉用具貸与・特定福祉用具販売の見直し
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P21

① 一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入

【選択制の対象となる福祉用具】
① 固定用スロープ
② 歩行器（歩行車を除く）
③ 単点杖（松葉づえを除く）
④ 多点杖

【対象者の判断と判断体制・プロセス】
利用者等の意思決定に基づき、貸与又は販売を選択できることとし、介護支援専門員や福祉用具専門相談員は、貸与又は販売を選択できることについ

て十分な説明を行い、選択に当たっての必要な情報提供及び医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえた提案を行うこととする。
【貸与・販売後のモニタリングやメンテナンス等のあり方】

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P59

貸与後 販売後

利用開始後少なくとも6ヵ月以内に一度モニタリングを
行い、貸与継続の必要性について検討する

特定福祉用具販売計画における目標の達成状況を確認す
る

利用者等からの要請等に応じて、福祉用具の使用状況を
確認し、必要な場合は、使用方法の指導や修理等を行う
よう努める

利用者に対し、商品不具合時の連絡先を情報提供する



１ー⑻ 福祉用具貸与・特定福祉用具販売の見直し
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P21

② その他

トピックス 「改定事項について」ページ数

モニタリング実施時期の明確化 60

モニタリング結果の記録及び介護支援専門員への交付 61

福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会を踏まえた対応 62



２ 自立支援・重度化防止に向けた対応に関する改定



２ 自立支援・重度化防止に向けた対応
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P2２〜３３

• リハビリテーションマネジメント加算や個別機能訓練加算（II）における新たな区分の設置、医療と介護の連携

を推進するための各種見直しなど。

• サービス利用者に対する口腔・栄養の管理強化や介入の充実、介護と医療関係者の連携推進といった取り組

み。

⑴ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等

• 通所型サービスにおける入浴介助加算の見直し・個室ユニット型施設の管理者に対するユニットケア施設管理

者研修受講の努力義務化。

• 介護老人保健施設における在宅復帰・在宅療養支援等評価指標と要件の見直し・かかりつけ医連携薬剤調整加

算の見直し。

⑵ 自立支援・重度化防止に係る取組の推進

• 厚生労働省が推進しているLIFE（科学的介護情報システム）の活用について、入力項目の見直しや加算の見直

し。

• LIFEによるアウトカム評価の充実

⑶ LIFEを活用した質の高い介護



2ー⑴ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P2２〜２8

① リハビリテーション、口腔、栄養の一体的取組の推進

② 通所リハビリテーションの事業所規模別基本報酬の見直し

③ 管理栄養士及び歯科衛生士等の通所サービス利用者に対する介入の充実

④ 訪問系サービス及び短期入所系サービスにおける口腔管理に係る連携の強化

⑤ 退所者の栄養管理に関する情報連携の促進

⑥ その他



2ー⑴ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P2２〜２8

① リハビリテーション、口腔、栄養の一体的取組の推進

１ 訪問リハビリテーション ☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P65
・ リハビリテーションマネジメント加算A（イ）・（ロ）→リハビリテーションマネジメント加算（イ）・（ロ）
・ リハビリテーションマネジメント加算B（イ）・（ロ）→廃止
・ 医師が利用者又はその家族に説明した場合→新設（ Bの要件の組換）

２ 通所リハビリテーション ☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P66〜67
・ リハビリテーション加算A（イ）・（ロ）→リハビリテーション加算（イ）・（ロ）
・ リハビリテーション加算B（イ）・（ロ）→廃止
・ リハビリテーション加算（ハ） →新設
・ 医師が利用者又はその家族に説明した場合→新設（ Bの要件の組換）

３ 介護老人保健施設 ☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P68〜69
・ リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅰ） →新設
・ リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅱ）←リハビリテーションマネジメント計画書情報加算

４ 介護医療院 ☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P68〜69
理学療法注7､作業療法注7､言語聴覚療法注5 ） →新設

５ 介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P68〜69
個別機能訓練加算（Ⅲ） →新設



2ー⑴ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P2２〜２8

② 通所リハビリテーションの事業所規模別基本報酬の見直し

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P76〜７７



2ー⑴ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P2２〜２8

③ 管理栄養士及び歯科衛生士等の通所サービス利用者に対する介入の充実

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P80



2ー⑴ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P2２〜２8

④ 訪問系サービス及び短期入所系サービスにおける口腔管理に係る連携の強化

口腔連携強化加算→新設

【算定要件】
・ 事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯
科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合に、1月に1回に限り
所定単位数を加算する。

・ 事業所は利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たって、診療報酬の歯科点数表区分番
号C000に掲げる歯科訪問診療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示
を受けた歯科衛生士が、当該従業者からの相談等に対応する体制を確保し、その旨を文書等で取
り決めていること。

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P81



2ー⑴ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P2２〜２8

⑤ 退所者の栄養管理に関する情報連携の促進

退所時栄養情報連携新設 →新設

【対象者】
・ 厚生労働大臣が定める特別食［疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき
提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血
食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流
動食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。］を必要とする入所者又は低栄養
状態にあると医師が判断した入所者

【算定要件】
・ 管理栄養士が、退所先の医療機関等に対して、当該者の栄養管理に関する情報を提供する。
・ 1月につき1回を限度として所定単位数を算定する。

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P86・８８



2ー⑴ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P2２〜２8

⑥ その他

トピックス 「改定事項について」ページ数

リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直し 70

訪問及び通所リハビリテーションのみなし指定の見直し 71

要介護・要支援のリハビリテーションの評価の差別化 72

介護予防サービスにおけるリハビリテーションの質の向上に向けた評価 73

退院直後の診療未実施減算の免除 74

診療未実施減算の経過措置の延長等 75

ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化 78

介護老人保健施設における短期集中リハビリテーション実施加算の見直し 79

居宅療養管理指導におけるがん末期の者に対する歯科衛生士等の介入の充実 80

特定施設入居者生活介護における口腔衛生管理の強化 83

介護保険施設における口腔衛生管理の強化 84

管理栄養士による居宅療養管理指導の算定回数の見直し 85

再入所時栄養連携加算の対象の見直し 87・88



2ー⑵ 自立支援・重度化防止に向けた対応

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P29〜31

① 通所介護等における入浴介助加算の見直し

② 介護老人保健施設における在宅復帰・在宅療養支援機能の促進

③ かかりつけ医連携薬剤調整加算の見直し

④ その他



2ー⑵ 自立支援・重度化防止に向けた対応

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」 P29〜31

① 通所介護等における入浴介助加算の見直し

【算定要件】 赤字は追加された部分

<入浴介助加算(I)>
・ 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること。
・ 入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと。

<入浴介助加算(II)>(入浴介助加算(I)の要件に加えて)
・ 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門

相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者(以下「医師等」という。) が、利
用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。この際、当該居宅の浴室が、当該利用者自身 又は家族
等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合には、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福 祉用具の貸
与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。ただし、医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医 師等の指示の
下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を踏ま え、医師等が当
該評価・助言を行っても差し支えないものとする。

・ 当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、医師等と連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により把握した居宅の浴室の環境等を踏まえた個
別の入浴計画 を作成すること。ただし、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画に記載することをもって個別の入浴計画の作成に代えるこ
とができる。

・ 上記の入浴計画に基づき、個浴(個別の入浴をいう。)又は利用者の居宅の状況に近い環境(利用者の居宅の浴室の手すりの位置や使用する 浴槽の
深さ及び高さ等に合わせて、当該事業所の浴室に福祉用具等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現しているものをい う。)で、
入浴介助を行うこと。

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P8９〜９０



2ー⑵ 自立支援・重度化防止に向けた対応

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」 P29〜31

② 介護老人保健施設における在宅復帰・在宅療養支援機能の促進

介護老人保健施設における在宅復帰・在宅療養支援等評価指標および要件の見直しが行われました。

ア 入所前後訪問指導割合に関わる指標：それぞれの区分の基準を引き上げへ
イ 退所前後訪問指導割合に関わる指標：それぞれの区分の基準を引き上げへ
ウ 支援相談員の配置割合に関わる指標：支援相談員として社会福祉士を配置していることを評価

•☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P93〜94



2ー⑵ 自立支援・重度化防止に向けた対応

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」 P29〜31

③ かかりつけ医連携薬剤調整加算の見直し

【単位数】
かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）イ ←かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）
かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）ロ→新設

※（Ⅱ）・（Ⅲ）については単位数の変更なし
【算定要件】
新たに以下の要件を追加
ア 処方を変更する際の留意事項を医師、薬剤師及び看護師等の多職種で共有し、処方変更に伴う病状の悪化や
新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて総合的に評価を行うこと。

イ 入所前に６種類以上の内服薬が処方されている方を対象とすること。
ウ 入所者やその家族に対して、処方変更に伴う注意事項の説明やポリファーマシーに関する一般的な注意の啓

発を行うこと。

•☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P95〜96



2ー⑵ 自立支援・重度化防止に向けた対応

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」 P29〜31

④ その他

・ 通所リハビリテーションにおける入浴介助加算（Ⅱ）の見直し
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P91

・ ユニットケア施設管理者研修の努力義務化
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P92



2ー⑶ LIFEを活用した質の高い介護

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P32〜33

① 科学的介護推進体制加算の見直し

② 自立支援促進加算の見直し

③ アウトカム評価の充実を目的とした加算の見直し



2ー⑶ LIFEを活用した質の高い介護

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P32〜33

① 科学的介護推進体制加算の見直し

【算定要件】
・ LIFEへのデータ提出頻度について、他のLIFE関連加算と合わせ、少なくとも「3月に1回」に見直
す。

<入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し> 
・ 入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する
・ 同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一で
きるようにする

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P97〜101



2ー⑶ LIFEを活用した質の高い介護

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P32〜33

② 自立支援促進加算の見直し

【単位数】
300単位/月→280単位/月（介護老人保健施設は300単位/月）

【算定要件】
・ 医学的評価の頻度をLIFEへのデータ提出頻度とあわせ、少なくとも「3ヵ月に1回」に見直す
<入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し> 
・ 入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する
・ 同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一で
きるようにする

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P102



2ー⑶ LIFEを活用した質の高い介護

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P32〜33

③ アウトカム評価の充実を目的とした加算の見直し

【見直しが行われる加算】

① ADL維持等加算
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P103

② 排せつ支援加算
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P104

③ 褥瘡マネジメント加算
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P105

④ 褥瘡対策指導管理
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P105



３ 良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくりに関する改定



３ 良質なサービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P34〜38

• 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を4段階の介護職員

等処遇改善加算に一本化（1年間の経過措置期間あり）。

⑴ 介護職員の処遇改善

• テレワークの取り扱いについての明確化や、介護ロボット・ICTといったテクノロジーの活用を推進する内容。

介護の全サービスにおいて、治療と仕事の両立ができる環境整備を進めるために、人員配置基準や報酬算定に

ついての見直しも行われる。

• 外国人介護職員における人員配置基準上の取り扱いも見直しが行われ、要件を満たすことで就労開始直後から

人員配置基準に算入できるようになる。

⑵ 生産性の向上等を通じた働きやすい職場環境づくり

• 介護サービスの管理者の責務を明確化した上で、管理者が責務を果たせる場合であれば、兼務できる事業所の

範囲が同一敷地内でなくても差し支えなくなります。

• 訪問看護等における24時間対応の体制について、見直しや評価区分の新設が行われる。

• 退院時共同指導の指導内容が文書以外で提供可能になるなど、柔軟なサービス提供が可能に。

⑶ 効率的なサービス提供の推進



３ー⑴ 介護職員の処遇改善

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P35

① 介護職員の処遇改善



３ー⑴ 介護職員の処遇改善

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P35

① 介護職員の処遇改善

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P107〜108



３ー⑵ 生産性の向上等を通じた働きやすい職場環境づくり

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P36〜37

① 介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進

② その他



３ー⑵ 生産性の向上等を通じた働きやすい職場環境づくり

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P36〜37

① 介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進

生産性向上推進体制加算（Ⅰ）→新設
生産性向上推進体制加算（Ⅱ）→新設

【算定要件】
<生産性向上推進体制加算（Ⅰ）>
・ 加算（Ⅱ）の要件を満たし、（Ⅱ）のデータにより業務改善の取組による成果が確認されていること
・ 見守り機器などのテクノロジーを複数導入していること
・ 職員間の適切な役割分担の取組などを行っていること
・ １年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行うこと

<生産性向上推進体制加算（Ⅱ）>
・ 利用者の安全・介護サービスの質の確保・職員の負担軽減などについて検討する委員会の開催や、必要な安全対策を講じた
上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること

・ 見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入していること
・ １年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行うこと

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P111〜112



３ー⑵ 生産性の向上等を通じた働きやすい職場環境づくり

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P36〜37

② その他

トピックス 「改定事項について」ページ数

テレワークの取扱い 109

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減
に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け

110

生産性向上に先進的に取り組む特定施設における人員配置基準の
特例的な柔軟化

113〜114

介護老人保健施設等における見守り機器等を導入した場合の夜間
における人員配置基準の緩和

115

認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制加算の見直し 116

人員配置基準における両立支援への配慮 117

外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し 118



３ー⑶ 効率的なサービス提供の推進

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P38

① 介護支援専門員1人当たりの取扱件数（報酬）

② その他



３ー⑶ 効率的なサービス提供の推進

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P38

① 介護支援専門員1人当たりの取扱件数（報酬）

ポイント 改正前 改正後

居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅰ）の取扱件数 40未満 45未満

居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅱ）の取扱件数 40以上60未満 45以上60未満

居宅介護支援費（Ⅱ）の要件 「ICT機器の活用または事務職員の配置」
「ケアプランデータ連携システムを活用し、か
つ、事務職員を配置している場合」

居宅介護支援費（Ⅱ）（ⅰ）の取扱件数 45未満 50未満

居宅介護支援費（Ⅱ）（ⅱ）の取扱件数 45以上60未満 50以上60未満

指定介護予防支援の提供を受ける利用者数の取扱件数 ２分の１換算 ３分の１換算

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P131〜132



３ー⑶ 効率的なサービス提供の推進

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P38

② その他

トピックス 「改定事項について」ページ数

管理者の責務及び兼務範囲の明確化 119

いわゆるローカルルールについて 120

訪問看護等における24時間対応体制の充実 121

訪問看護における24時間対応のニーズに対する即応体制の確保 122

退院時共同指導の指導内容の提供方法の柔軟化 123

薬剤師による情報通信機器を用いた服薬指導の評価の見直し 124

通所介護、地域密着型通所介護における個別機能訓練加算の人員配置要件の緩和および
評価の見直し

125〜126

ユニット間の勤務体制に係る取扱いの明確化 127

随時対応サービスの集約化できる範囲の見直し 128

（看護）小規模多機能型居宅介護における管理者の配置基準の見直し 129

公正中立性の確保のための取組の見直し 130

介護支援専門員1人当たりの取扱件数（基準） 132

小規模介護老人福祉施設の配置基準の見直し 133



４ 制度の安定性・持続可能性の確保に関する改定



４ 制度の安定性・持続可能性の確保
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P39〜44

• 訪問看護における同一建物減算について、利用者の一定割合以上が同一建物

等居住者である場合に対応した新たな区分を設けた上で見直し。

• 施設入所と同等の利用形態となる場合には、施設入所の報酬単位との均衡が

図られる。

⑴ 評価の適正化・重点化

• 運動器機能向上加算が廃止され、基本報酬への包括化。認知症情報提供加

算・地域連携診療計画情報提供加算・長期療養生活移行加算が廃止。

• 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本報酬・経過的小規模介護老人福祉

施設等の範囲についての見直し。

⑵ 報酬の整理・簡素化



４ー⑴ 評価の適正化・重点化

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」 P40〜42

① 訪問介護の同一建物減算の見直し

② 短期入所生活介護における長期利用の適正化

③ その他



４ー⑴ 評価の適正化・重点化

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」 P40〜42

① 訪問介護の同一建物減算の見直し

12%減算 →新設

減算内容 改正前 改正後

①10%減算
事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する
建物に居住する者（②に該当する場合を除く）

事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居
住する者（②および④に該当する場合を除く）

②15%減算
上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人
数が１ヵ月あたり50人以上の場合

上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人 数が１月
あたり50人以上の場合

③10%減算
上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者（当
該建物に居住する利用者の人数が１ヵ月あたり20人
以上の場合）

上記 ①以外の範囲に所在する建物に居住する者 (当該建物に
居住する利用者の人数が１月あたり20 人以上の場合) 

④12%減算

正当な理由なく、事業所において、前６月間に提供 した訪問
介護サービスの提供総数のうち、事業所と 同一敷地内又は隣
接する敷地内に所在する建物に居住する者(②に該当する場合
を除く)に提供された ものの占める割合が100分の90以上で
ある場合

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P135〜136



４ー⑴ 評価の適正化・重点化

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」 P40〜42

② 短期入所生活介護における長期利用の適正化

【短期入所生活介護】
長期利用の適正化（61日以降）→新設

【介護予防短期入所生活介護】 →新設

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P139

介護度 単位数

要支援1 （ユニット型）介護福祉施設サービス費の要介護1の単位数の75%にて算定

要支援2 （ユニット型）介護福祉施設サービス費の要介護1の単位数の93%にて算定



４ー⑴ 評価の適正化・重点化

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」 P40〜42

③ その他

・ 理学療法士等による訪問看護の評価の見直し
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P137〜138

・ 同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P140

・ 多床室の室料負担（令和7年8月施行予定）
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P141



４ー⑵ 報酬の整理・簡素化

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P43〜44

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本報酬の見直し

・ 基本夜間訪問サービス費→新設
【定額】 989単位/月
【出来高】
・ 定期巡回サービス費 ：372単位/回
・ 随時訪問サービス費(Ⅰ)：567単位/回
・ 随時訪問サービス費(Ⅱ)：764単位/回

(2人の訪問介護員等により訪問する場合) 
【対象】

夜間にのみサービスを必要とする利用者
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P143



４ー⑵ 報酬の整理・簡素化

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P43〜44

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本報酬の見直し

② 運動器機能向上加算の基本報酬への包括化

③ その他



４ー⑵ 報酬の整理・簡素化

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P43〜44

② 運動器機能向上加算の基本報酬への包括化

【加算要件】
下記の要件を全て満たすこと
・ 栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスを実施していること。
・ 利用者が介護予防通所リハビリテーションの提供を受けた日において、当該利用者に対し、栄

養改善サービス又は口腔機能向上サービスのうちいずれかのサービスを行う日を１月につき２回
以上設けていること。

・ 栄養改善加算・口腔機能向上加算を算定していないこと。

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P142

改正前 改正後

運動器機能向上加算 廃止（∵基本報酬に包括化）

選択的サービス複数実施加算Ⅰ 廃止（∵栄養改善加算・口腔機能向上加算で評価）

選択的サービス複数実施加算Ⅱ 一体的サービス提供加算 →新設



４ー⑵ 報酬の整理・簡素化

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P43〜44

③ その他

・ 経過的小規模介護老人福祉施設等の範囲の見直し
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P144

・ 認知症情報提供加算の廃止
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P145

・ 地域連携診療計画情報提供加算の廃止
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P146

・ 長期療養生活移行加算の廃止
☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」P147



５ その他の改正



５ その他の改正

☞厚生労働省「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」P45〜49

トピックス
「改定事項について」ペー

ジ数

「書面掲示」規制の見直し 149

特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地
域に居住する者へ のサービス提供加算の対象地域の明確化

150

特別地域加算の対象地域の見直し 151

居宅療養管理指導における高齢者虐待防止措置及び業務継続計
画の策定等に係る 経過措置期間の延長

152

通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化 153

看護小規模多機能型居宅介護におけるサービス内容の明確化 154

基準費用額（居住費）の見直し（令和6年8月施行予定） 155〜157

地域区分 158〜159



Ⅳ 市からのお知らせ



介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化

• 政府は「介護サービスに係る指定及び報酬請求（加算届出を含む）に関連する申請・届出について、介護事業者

が全ての地方公共団体に対して所要の申請・届出を簡易に行うことを可能とする観点から、介護事業者の選択によ

り、厚生労働省の「電子申請届出システム」を利用して、申請・届出先の地方公共団体を問わず手続を完結し得る

こととするため、令和7年度までに全ての地方公共団体で電子申請届出システムを利用開始することになりまし

た。

電子申請届出システムでは、画面上に直接様式・付表などのウェブ入力が出来るとともに、添付資料をシステム上

で一緒に提出することができるため、介護事業者の申請届出に係る業務負担が軽減されることが期待されます。

詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。

• なお、鎌倉市のスケジュールは下記のとおりです

• 令和６年（2024年）４月１日 各種届出が国の定める様式に変更

• 令和６年（2024年）９月頃 電子申請運用開始予定

指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布につ

いて

• これにつきましては、厚生労働省の「介護保険最新情報」vol.1201（令和6年1月12日）をご参照ください。



ご清聴ありがとうございました



保健事業（介護保険課・市民健康課兼務）

・一般介護予防事業
・地域づくり（予防活動支援補助金）
・高齢者の保健事業と一体的実施
・認知症施策
・在宅医療・介護連携推進事業



鎌倉市健康づくりキャラクター ささりん

介護保険課の
保健事業について



介護保険課で担当している保健事業について

自立・フレイル予防 フレイル 要支援 要介護

一般介護予防
事業（介護予防教

室・かまくらシニア健
康大学等）

地域づくり
（地域介護予防活動
支援事業補助金交付
事業・講師派遣事業

等）

高齢者の保健
事業と介護予
防の一体的実

施

認知症関連（認

知症サポーター養成講
座・普及啓発等）

在宅医療・介
護連携推進事

業施



１ 一般介護予防事業
２ 地域づくり
（予防活動支援補助金）

３ 高齢者の保健事業と一体的実施
４ 認知症施策
５ 在宅医療・介護連携推進事業



１ 一般介護予防事業



一般介護予防事業



一般介護予防事業



２ 地域づくり
（予防活動支援補助金等）



鎌倉市
地域介護予防活動支援事業

補助金交付事業のご案内

鎌倉市健康づくりキャラクター ささりん

鎌倉市健康福祉部介護保険課
（事務担当は市民健康課 本庁舎30番窓口）



３ 高齢者の保健事業と
介護予防の一体的実施



厚生労働省ホームページから



４ 認知症施策



認知症ケアパス
「鎌倉版認知症サポートガイド」

相談窓口や
認知症カフェ、
家族会等を
紹介



オレンジカフェ

誰もが気軽につどえる場所
カフェや家族会等の紹介



認知症対応ガイド

周囲の方に
理解していただくために…



認知症サポーター養成講座

地域住民、小・中学校、

大学、企業等で実施。

通いの場やサロン等への出前講座も。



認知症サポーターが、認知症の方や家族と共
に、地域で活動していくための実際の対応法
等について学ぶための講座。

各地域包括支援センターにて、既存のグルー
プに講座を実施。

９月の認知症ステップアップ講座後、
かながわオレンジ大使を囲み記念撮影 チームオレンジ

認知症サポーターステップアップ講座



認知症初期集中支援推進事業

各地域で医師と包括の専門職がチームと
なり支援の糸口を見つけていく事業

初期集中支援チームとして、家庭訪問をし、
医師の見立てを得て、最長180日間伴走支
援が得られる。



５ 在宅医療・介護連携
推進事業



在宅医療・介護連携推進事業

団塊世代が、75歳以上の後期高齢者と

なる2025年には、医療と介護の両方を

必要とする高齢者が増加…

⇒「病院・施設で死ねない時代がくる？」

自分らしい、生き方・逝き方とは？



地域包括ケアシステムの実現

最期まで、住み慣れた地域で安心して

自分らしく生活していくために、医療と

介護が一体的に提供される「地域包括

ケアシステム」の実現に向けていく

⇒医療と介護の関係者の協働・連携



何を行っているのか？

(１) 在宅医療・介護連携相談センター

の設置

(２) 多職種研修会・

多職種ミーティングの開催

(３) 在宅医療介護連携推進会議の開催



(１) 在宅医療・介護連携
相談センター

【所在地】
鎌倉市材木座3-5-35
地域医療センター3階

【スタッフ】
所長 1名
常勤看護師 1名
事務職 1名

※他に常勤スタッフを補佐する非常勤看護師1名



(１) 在宅医療・介護連携
相談センター

【センターへの委託業務】

・地域の医療・介護資源の機能等の情報把握

・在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の

検討

・切れ目ない在宅医療介護の提供体制の構築

・地域の医療介護関係者の情報共有の支援

・医療・介護関係者の研修

・在宅医療・介護の普及啓発



(２) 多職種研修、
多職種ミーティング

・医療と介護の関係者の「顔の見える」

「フラットな」関係づくりを目指して開催

・令和５年度は「災害」をテーマに「多職種

連携の必要性」を話し合いました

・堅苦しくなく、誰もが自由に意見を言い

える地域の実現のために…



(３) 鎌倉市在宅医療介護連携
推進会議

【目的】
医療と介護等の関係者が連携を深め、地域包括

ケアシステムの構築の一端を担うことを目的に

協議を行う

【構成員】

医師会、歯科医師会、薬剤師会、病院、ケースワーカー部会、

訪問看護ステーション連絡協議会、訪問介護事業者連絡会、

ケアマネ連絡会、施設部会、かまくら地域介護支援機構の代表



最後に

介護予防も、認知症施策も、在宅医療

介護連携も、そのベースにあるのは

「住みごこちのよい地域づくり」

医療や福祉に携わる人の「働きやす
さ」も大切です。声を掛け合い、話し

合える関係づくりを心がけましょう



３．高齢者福祉に関するお知らせ



高齢者いきいき課より

・配食サービス
・その他の介護保険によらない高齢者サービス



高齢者サービスについて

令和６年２月
高齢者いきいき課



①配食サービス

②その他の介護保険に
よらない高齢者サービス



鎌倉市配食サービス事業

市指定の業者が行う配食サービスを利用する
際に、費用の一部を助成する制度です。月曜日
から土曜日のうち希望曜日の夕食分を、見守
りのために手渡しで提供いたします。



鎌倉市配食サービス一覧 令和６年２月現在

事業所名
所在地

電話番号
配達地域

鎌倉市台

5-2-3
普通食 やわらか食 ミキサー食

0467-47-8341 1,048円 1,048円 1,156円

鎌倉市常盤

648-4
普通食 やわらか食

カロリー

塩分調整食

たんぱく

塩分調整食
ムース食

健康

ボリューム食

0467-31-5080 600円 830円 830円 830円 830円 740円

藤沢市鵠沼海岸

1-14-18
普通食

カロリー

調整食

たんぱく

調整食
ムース食

0466-52-5156 580円 880円 890円 810円

鎌倉市梶原

2-34-9
普通食

0467-46-8233 700円

鎌倉市台

3-9-9-105
普通食 やわらか食

カロリー

調整食
ムース食 透析食 腎臓食

0467-53-7017 585円 805円 815円 715円 900円 900円

＊利用料は上記料金から１食につき220円（市負担）を差し引いた額です。

⑤ライフデリ鎌倉店 市内全域

③配食のふれ愛

(株式会社シルバ―ライフ)
市内全域

④特定非営利活動法人

　和の会
深沢地区周辺
(毎週水曜日のみ)

対応可能な食事形態及び料金

①食事サービスＷ.Ｃｏ

　キッチンかまくら
市内全域

②宅配クック１･２･３
(株式会社シニアライフクリエイト)

市内全域



利用できる方

次の①・②のいずれかに該当する人

①次の（ア）・（イ）両方の事項に該当する人
（ア）世帯の全員が65歳以上で、かつ調理が困難で支
援が必要である

（イ）合計所得金額が160万円未満である

②65歳以上で、介護保険の要介護４または５の認定を受
けている人



申し込み方法

介護保険サービス
の利用がある方 ⇒

それ以外の方 ⇒

担当の
ケアマネジャー

地域包括
支援センター



第1号様式（第9条）

　　　　年　　月　　日

注：太枠の中は申請者がご記入ください

〒

ﾌﾘｶﾞﾅ

携帯

(申請者自署または記名押印)

鎌倉市

ﾌﾘｶﾞﾅ

携帯

ﾌﾘｶﾞﾅ

携帯

配食業者名（希望業者に☑）

a
包括名 鎌倉市受付印

b
→

c 担当名（　　   　　　）

普通食
やわらか

食

宅配クック1･2･3

やわらか
食

ﾐｷｻｰ食
普通食

（塩分調整）□ キッチンかまくら 普通食

カロリー

塩分調整食

たんぱく

塩分調整食

 緊急時の
連絡先

住所

氏名

電話番号

 対象者からみた関係

電話番号

生年月日

電話番号

対象者からみた続柄
ケアマネジャー

は

申請者には

対象者
（高齢者）

住所

氏名

要介護認定

申請者
(事前調整

者)

住所

※注意

氏名

未申請・自立・要支援（１・２）・要介護（１・２・３・４・５）

 明・大・昭     年    月    日

鎌倉市配食サービス利用申請書 （新規）

（宛先）鎌倉市長

　 次のとおり、配食サービス利用の申請をします。

   この申請を審査するにあたり、住民登録･収入･課税･要介護認定等の個人情報利用と、次の取次担当者を通じて介護サービス
の利用や心身･生活等の状況について実態調査を行うことに同意します。また、これらの情報が配食サービス実施関係者に提供さ
れることに同意します。なお、この申請にあたっては私（申請者）以外の次の関係者からも同様の同意を得ています。

健康

ボリューム

食
□ 普通食

やわらか
食

カロリー
調整食

□ 和の会

ﾑｰｽ食

ﾑｰｽ食・
トロミ食

月　・　火　・　水　・　木　・　金　・　土

居宅介護
支援事業所
a 事業所名
b 電話
c ｹｱﾏﾈ名

透析食

利用希望曜
日

取
次
担
当
者

カロリー

調整食

たんぱく

調整食

ﾑｰｽ食

希望する
・配食業者
・食事形態

普通食

□ 配食のふれ愛 普通食

食事形態（○を記入してください）

やわらか食

（塩分調整）

腎臓食□ ライフデリ鎌倉店

第2号様式（第10条）

担当(記入)者

相談日 年 　 月 　 日 （ ）

　

　
鎌倉市

　電話 （ )

身障（ 　 )・　療育（ )・　精神（ )・　難病（　 )・　その他（ )

氏名　 続
柄

住
所

電
話

家族状況

　

（ 　 )( )

（ 　 )( )

（ )( )( )

（ )( )( )

１.受けていない ２.受けている（医療機関・医師名　　　　　 )

（ ）

１.一戸建 ２.集合住宅( 　  )階→エレベーター（ 有  ・無 ）

１.玄関前 ２.門前(玄関から約   　  ｍ) ３.その他(玄関から約  　   ｍ)

１.車両の停車場所まで段差なし ２.段差あり（約     段）

１.特になし 　２.あり（ )

１.裸眼で見える 　２.眼鏡等必要 ３.眼鏡等でも見えにくい ４.全く見えない

１.問題なし 　２.遠い(補聴器使用　 有　･　無　） ３.聞こえない

１.普通に話す 　２.話せるが聞き取りにくい ３.話すことができない

１.特になし 　２.あり（ )

１.問題なし   ２.質問と回答が食い違う ３.意思の疎通が困難

１.問題なし   ２.次の点が理解･記憶できていない（複数回答可）

ｱ.自分の名前 ｲ.家族の名前 ｳ.家族と他人の区別 ｴ.今日の日付

ｵ.現在の居場所 ｶ.外出の目的 ｷ.直前の食事 ｸ.その他( )

１.特になし 　２.あり（ )

１.歩行 ２.車椅子または介助 ３.寝たきり等 ４.その他（ )

１.一人でも心配ない　２.近所は一人で出かける ３.一人での外出は不可

１.配下膳含めて自立 ２.食べることは自立 ３.一部介助 ４.全面介助

□　一人世帯　　□　高齢者のみの世帯　　□　その他の世帯 (                         )

鎌倉市配食サービス
在宅実態把握票兼アセスメント

包括名　(　　　　　　　　　　　　　　　　)

居宅介護支援事業所名(　　　　　　　　　　)

□　訪問　　□　窓口　　他（　　　）

ﾌﾘｶﾞﾅ
性
別

生

年

月

日

明治
大正
昭和

年　　月　　日
氏 名

住 所

障害
認定等

面談
立会者

家族状況

住
居

住居の種類

車両の停車位置

玄関外の段差

日常の

見守り □　市内の親族  □　その他の親族　　□　民生委員　　□　その他（　　　 　　  　　　)

相
談
内
容
及
び
本
人
状
況
等

ア　　セ　　ス　　メ　　ン　　ト
サービス利用状況

(種類と頻度）

病

歴

と

医

療

既往歴・けが

現在の病気

医師の診察

医師の指示等

身
体
の
状
況

手足の不自由

視力

聴力

話すこと

その他の問題点

配食業者への情報
(アレルギー等)

理
解
力
等

意思の疎通

理解と記憶

問題行動
日

常

生

活

室内の移動

外出と頻度

食べる行為



その他の介護保険によらない
高齢者サービス



高齢者見守り登録

市内に一人で居住している、または日中独居などお一人で居住してい
る方と同じ状況にある概ね70歳以上の方が対象の任意の登録制度。
緊急連絡先などを把握するとともに、地域の見守りなどに活用します。
申し込みは、地域を担当する民生委員が手続きを行います。

緊急通報装置の貸出し

緊急時にコールセンターに繋がる通報装置を有料で貸し出すサービス。
室内での活動量を検知して毎日異常がないか確認する安否確認セン
サーを同時に貸し出すこともできます。対象は、６５歳以上と４０～６４歳
の介護保険の認定者のみで構成されている世帯で、近くに親族がお住
まいでない方です。申し込みは、地域を担当する民生委員が手続きを行
います。



認知症高齢者等早期発見支援事業

市内に住所を有する65歳以上、または40～64歳の介護保険の認定
者で、認知症高齢者等により徘徊行動がみられる方の介護者に対し
て、専用端末を有料で貸し出すサービスです。対象者が行方不明に
なった際に、GPS機能を利用して位置情報を調べることが出来ます。

訪問理美容サービス

要介護４・５の認定を受けている６５歳以上の方を対象に、市が指定
する理容・美容店の理美容サービスが、在宅で店舗に赴いた時と同じ
料金で利用できる助成券を交付するサービスです。



高齢者生活支援サポートセンター

加齢により日常生活に不自由を感じ始めた高齢者を対象に、所定の養成
講座を受講した「高齢者生活支援サポーター」が定期的・継続的に支援を
行っています。 ※利用には、一定の利用料金がかかります。

●サポートの内容
趣味や生きがいのための支援（草取り、囲碁や将棋、話し相手 など）
外出支援（買い物、通院、散歩 など）
家事支援（サポーターと一緒にできるもの）

●利用できる人
概ね65歳以上で、市内に一人で居住している、または日中独居や高齢
者のみの世帯の方が対象。ただし、要介護認定を受けている場合は、要
支援1・2、要介護1の人に限ります。

【問い合わせ先】 同センター ☎ 0467-48-1130



●エンディングノートの配布
市内の高齢者向けにエンディングノートを配布しています。

●終活情報登録
一人暮らし高齢者が緊急時に備え、あらかじめ市に必要事項を登録する
サービスです。

●エンディングプランサポート事業
一人暮らしで身寄りがなく、生活に困窮する高齢者が、あらかじめ協力葬
祭事業者と葬儀などについて契約し、万が一に備えておくサービスです。

終活事業



●運転免許証自主返納者等支援事業
免許を返納した65歳以上の方を対象に、市内のバスやタクシー利用に使え
る助成券を年間2000円分を２年間交付します。

●福寿優待サービス
市内の65歳以上の方を対象に、協賛店舗で割引などの優待が受けられる
「福寿カード」を交付しています。

●入浴助成券
市内の65歳以上の方を対象に、市内の公衆浴場を230円※で利用できる
助成券を年間72枚交付しています。
※令和６年４月から260円。

外出支援事業



御清聴
ありがとうございました。



ごみ減量対策課より

・声かけふれあい収集について



声かけふれあい収集について

環境センター



声かけふれあい収集とは

高齢者や障害者の世帯を対象に、週に１回、

市職員が戸別に声をかけて安否の確認をしながら、

ごみや資源物の収集を行う制度です。



対象の世帯 ※資料4_01参照

（条件に該当する方のみで構成されている世帯が対象）

① 介護保険の居宅サービスを利用している

② 身体障害者手帳１級又は２級の交付を受けている

③ 精神障害者手帳１級又は２級の交付を受けており、

居宅介護を日常的に利用している

④ ①から③までに規定する者で構成されている世帯

⑤ ①から④と同等の状態と市長が認めた世帯（要相談）

※令和６年２月１日現在の対象世帯数：663世帯（777人）



申請からサービス開始まで

① 申請・・・申請書と必要書類を提出

（資料４_０１～０４をご確認ください）

② 調査・・・市の職員が対象世帯を訪問

（現地確認及びごみの排出状況等をヒアリング）

③ 審査・・・申請と調査結果を基に審査

（速やかに審査を行います）

④ 開始



ご質問、お問い合わせ先

ご不明な点がありましたら、お気軽に環境センターまで、ご
連絡ください。

問い合わせ先：環境センター（☎44-5344）



福祉総務課より

・鎌倉市のケアラー支援に向けた取組について



鎌倉市のケアラー支援に

向けた取組について

鎌倉市 健康福祉部 福祉総務課



鎌倉市ケアラー支援条例の概要（令和６年４月１日施行予定）

条例制定の趣旨

■ こころやからだに不調のある家族の介護や援助等のケアについて、これまでは家族が中心となり担って

きたが、少子高齢化や共働き世帯の増加などの社会変化に伴い、親族、友人その他の身近な人等のいわ

ゆるケアラーに過重な負担が掛かっている。

■ケアラーを包括的に支援することで、ケアラーが孤立することなく、安心して自分らしく暮らすことの

できる共生社会＊１）の実現を目指すため、基本理念、市の責務並びに市民、事業者、関係機関及び学校

等の役割を明らかにするとともに、ケアラー支援に関する施策を定めるもの。

市民への効果

■ 支援を必要としているケアラーの早期発見、ケアラーの意向を尊重した支援の必要性についての理解が

進み、支援を必要としている全ての市民が個人として尊重され、健康で文化的な生活を営むことに寄与

する。

■ 地域でケアラーが置かれている状況及び支援の必要性についての理解を深め、身近な地域で見守り、

必要な場と人をつなぎ、ケアラーが孤立することのない環境づくりを行うことで、誰もが安心して、

自分らしく暮らすことのできる共生社会の実現につながる。

（＊１）共生社会とは、市民一人ひとりが、お互いを尊重し合い、支え合い、多様性を認め、自らが望む形で社会との関わりを持ち、生涯にわたって
安心して自分らしく暮らすことのできる社会のことをいう （鎌倉市共生社会の実現を目指す条例、R31.4.1施行）
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３

ヤングケアラーへの配慮

■ ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されているような家事や家族の世話などを日常的に行う子ど

ものこと。その責任や重い負担により、本人の成長、学業、友人関係に影響が出てしまうことがある。

■ ヤングケアラーに対する支援は、こどもの権利及び利益が最大限に尊重され、心身の健やかな成長及び

発達が図られ、並びに適切な教育の機会が確保されるように特に配慮する。

若者ケアラーへの配慮

■ 若者ケアラーは、ヤングケアラー同様、年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を抱えている可

能性があるが、成人であることで、周囲の目が行き届かず、ケアの責任がより重くなる心配がある。

■ 若者ケアラーに対する支援は、学習の継続及び職業選択の機会が確保され、かつ、自立が図られるように

特に配慮する。

ケアラーへの包括的支援の必要性

■ ケアラー支援は、ケアラーへの支援施策を充実させたとしても、ケア対象者への支援が不足していては、

一人ひとりのケアラーにかかる負担は軽減されない。

■ケアラーへの支援は、ケアラーのみならずケア対象者への取組として、家族一人ひとりを支援する視点を

持ち、包括的に行われなければならない。

ケアラーへの切れ目のない支援の必要性

■ ケアラーの抱える課題は多様であり、年齢によって必要な支援が異なることから、ヤングケアラー・若者

ケアラーを含む全てのケアラーに対し、ライフステージの変わり目を意識して支援を行う必要がある。

■ ケアラー支援は、全てのケアラーを対象とし、年齢を理由に支援が途切れることのないように、年齢を

問わず切れ目のないように行われなければならない。
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■ケアラーの存在や問題は、表面化されにくい

ケアラーが表面化しにくい理由

① 家族のことは家族でという考え方

② 社会サービス等を問い合わせるのが怖い

③ 日常的過ぎて、ケアラー本人に自覚がない

④ 支援の枠組みが多機関・複数分野での取組になっ

ておらず、支援のネットワークが限られている

⑤ ケア対象者に注目すると、ケアラーへの過重な負

担が見過ごされがちになる

3



4

■ケアラーに対して、家族全体への関わり（支援）が必要

• 市内には、多様な世帯、多様なケアの状況がある
• 支援が必要なケアラーの多くは、その家族が抱える様々な課題が関係
しあって、複雑化・複合化しているという特徴がある

• 支援者は、制度や分野を超えた視点を持ち、家族全体の充足されてい
ないニーズに着目し、家族一人ひとりを支援する視点が大切

（２０代）
職場を遅刻しがち
失職する可能性

（４０代）
うつ状態

家事を行えない

（８０代）
介護が必要
相談には至らず

（例）

（５０代）
ひきこもり状態

介護

困窮

障害



■重層的支援体制整備事業を活用したケアラーの発見・把握、支援、地域づくり

（出典）鎌倉市が地域共生社会のポータルサイト（厚生労働省）のイラストを一部改変 , https://www.mhlw.go.jp/kyouseisyakaiportal/

⚫ 属性や世代を問わない相談

を多様な相談支援事業所が

受け止め、多機関で連携す

ることで、ケアラーの発見・

支援につなげる

⚫ アウトリーチにより関係を構

築しながら伴走し、相談の

受付、支援へのつなぎまで

一貫して対応する

⚫ 社会的孤立にあるケアラ

ー世帯や、既存の支援に

つながりにくいケアラーを

対象として、本人やその

世帯のニーズ、抱える課

題等を丁寧に把握し、地

域の社会資源（安心て着

る場・人・活動）や支援メ

ニュー（福祉サービス）と

のコーディネートを行う

⚫ 世代や属性を超えて交流

できる場や居場所を創設

し、ケアラーが安心できる

場を確保する

⚫ ケアラーを含めた様々な

人や活動、場をコーディネ

ートし、交流・参加・学び

の機会を生み出す

⚫ ケアラーの新たなつなが

りを促進するインクルーシ

ブな地域をつくる
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ケ
ア
ラ
ー
支
援

理解・啓発

つながり・支え
合いの推進

相談支援体制の
整備・構築及び
伴走支援

自立支援

ケアラー自身が、自らの置かれる状況につい
て正しく理解したうえで、適切な支援がある
ことを知っている
関係機関等が、ケアラー支援に関する知識を
深め、社会全体としてケアラー支援が推進さ
れている

目標 取組

①（新）リーフレット、支援ガイド、サポートリストの作成

地域資源が整備・強化されることで、地域資
源とつながったケアラーの孤立が緩和されて
いる

⑧（新）障害者支援アプリの導入

⑦スクールソーシャルワーカーの拡充、教育相談員の拡充

⑤（新）アウトリーチ等を通じた継続的支援事業によるケアラーへの伴走開始

⑥（新）ヤングケアラーコーディネーター・スーパーバイザーの配置

支援を必要とするケアラーを早期に発見し、
適切な関係機関へつなぐことができている

ケアラーへの情報提供、家事の負担軽減によ
り、多様な自立・社会参画につながっている

③（新）ヤングケアラーの居場所の開設

②（新）ピアサポートの運営及び運営補助

⑨子育て家庭に導入している家事支援・配食支援の拡充

手法

■ケアラー支援に向けた取組

④包括的支援体制の推進
（福祉４分野と地域づくり分野の連携による重層的支援体制整備事業の実施）

⑩生活困窮者家庭への学習支援・フードバンクの取組
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条例を実効力のあるものにするために！

条例制定をきっかけに様々な場面でケアラーを発見し、地域で見守り、孤立を防ぐ

■ 場面①…ケア対象者本人の障害福祉サービス利用開始に向けた調整時

・支援区分の認定調査のため市職員が自宅を訪問した際

・相談のため家族が代理（または同伴）で窓口に来庁した際

⇒ケアラー支援の視点から、家族の困りごとや強い疲労感などに着目し、必要な声掛けを

行い、必要に応じて相談対応につなげていく

■ 場面②…虐待の疑い等で現場確認する際

・被害者の身の安全の確保が最優先であることは言うまでもないが、加害者は、ケアラーとし

ての負担の大きさから加害行為に至る事案もあるため、加害者側の状況にも目を向ける

■ 場面③…相談支援専門員や入所施設等の職員による気づき

・虐待案件だけでなく、困りごとや疲労感を強く有するケアラーを把握した際は、個人情報

に配慮しつつ、市に情報を提供していただくなど連携し、ケアラー支援につなげていく



ケアラーのこと、どこに相談したら
よいかわからない時は・・ ・

• 「くらしと福祉の相談窓口」 （地域共生課）
℡（直通） 0467-61-3864
📧 shisei@city.kamakura.kanagawa.jp

• Liberoかまくら （鎌倉市社会福祉協議会）

℡（直通） 0467-40-3240
📧 libero@kamakura-shakyo.jp

• ケアラー支援統括 （福祉総務課 福祉政策担当）

℡ （直通） 0467-61-3436

📧 f-kyosei@city.kamakura.kanagawa.jp
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お気軽にご相談ください

mailto:shisei@city.kamakura.kanagawa.jp
mailto:libero@kamakura-shakyo.jp


４．終わりに


